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特定非営利活動法人の条例指定制度に係る手続の改正に関するパブ

リックコメント手続の実施結果について 

平成２８年６月、特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、特定非営利活動

法人（ＮＰＯ法人）の運営の透明性を確保するため、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）

の改正が行われました。また、平成２８年４月、川崎市指定特定非営利活動法人審査会に

対し、条例指定制度の今後の運用について諮問を行い、平成２８年９月に答申が出されま

した。これらを踏まえて特定非営利活動法人の条例指定制度に係る手続の改正について、

市民の皆様の御意見を募集しました。 

その結果、７通（意見総数２２件）の御意見をいただきましたので、その内容と本市の

考え方を次のとおり公表いたします。 

１ 意見募集の概要 

題     名
条例指定ＮＰＯ法人の基準等に関する条例の一部改正に関する

意見募集について 

意見の募集期間 平成２８年１１月１１日～平成２８年１２月２０日（４０日間）

意見の提出方法 電子メール、ファックス、郵送、持参 

募集の周知方法

市政だより、市ホームページ、資料の設置（情報プラザ、各区役

所市政資料コーナー)、資料の配布 (各区役所、各市民館、各図

書館に配架) 

結果の公表方法
市ホームページ、資料の設置（情報プラザ、各区役所市政資料コ

ーナー） 

２ 結果の概要 

意見提出数（意見総数） ７通（２２件）

内

訳

電子メール ２通（ ８件）

ファックス ４通（１０件）

郵   送 ０通（ ０件）

持   参 １通（ ４件）

資料１
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３ 御意見の内容と対応 

（１）御意見に対する対応区分 

Ａ：御意見を踏まえ、改正案の内容に反映させるもの

Ｂ：改正案の趣旨に沿った御意見を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ：今後、基準や手続など制度に関する事項を検討する中で参考とするもの 

Ｄ：改正案に対する質問・要望の御意見に対し改正案の内容を説明・確認するもの 

（２）御意見の件数と対応区分

項   目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計

１ 改正内容に関すること  12  4 16 

（１）インターネット公表の追加  (3)  (1) (4) 

（２）各種書類の備置期間の延長等  (3)  (2) (5) 

（３）認定を受けている場合における手続の簡素化  (6)   (6) 

（４）その他    (1) (1) 

２ その他条例指定制度全般に関すること   5 1 6 

合   計 0 12 5 5 22 

※（ ）内の数字は内数  

（３）御意見に対する市の考え方

お寄せいただいた御意見は、ＮＰＯ法の一部改正及び川崎市指定特定非営利活動法

人審査会答申の趣旨に沿って改正する本市の考え方に沿った御意見や今後の施策推

進に当たって参考となる御意見であったことから、当初の考え方のとおり条例改正の

手続を進めてまいります。（具体的な御意見の内容と市の考え方について別紙参照）

４ 今後の予定 

平成２９年２月 「川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営

利活動法人の基準等に関する条例」の一部改正の提案

平成２９年３月 市内ＮＰＯ法人への周知

平成２９年４月 同条例施行

５ 問合せ先 

市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課 

  電 話：（０４４）２００－３８２１ ＦＡＸ：（０４４）２００－３９１１ 
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【別紙】提出いただいた御意見（要旨）及び御意見に対する市の考え方 

１ 改正内容に関すること（１６件） 

（１）指定申出があった場合における公表の方法として、「インターネットによる公

表」を追加することについて 

№ 意見の要旨 市の考え方 区分

①

指定申出があった場合における公

表の方法として、「インターネットに

よる公表」を追加することについて

は、賛成である。（同趣旨ほか１件）

今回の改正案は、ＮＰＯ法の一部改

正において、設立認証申請等があった

場合における公表の方法として、イン

ターネットによる公表が追加された

ことを踏まえて、条例指定の申出時に

おいても同様の措置を講ずるもので

ございますので、御意見を踏まえて取

組を推進してまいります。 

Ｂ 

②

条例指定の申出があった場合にお

ける公表の方法として、「インターネ

ットによる公表」を追加することは、

一般市民にとっても非常にありがた

いと思います。 

Ｂ 

③

申請にかかわるすべての書類がイ

ンターネットで公表されるとしたら

法人個別の情報が危険にさらされる

ことにならないか危惧する。どの範囲

で公表されるのかよくわからないた

め全面的に賛成とはいえない。 

指定申出時にインターネットによっ

て公表する項目は、現在、公告を行う

際に記載している項目（申出年月日、

法人名称、代表者氏名、主たる事務所

の所在地、定款に記載された目的）に

準じて行うことを想定しています。 

Ｄ 

（２）毎事業年度終了後に作成する各種書類等の備置期間の延長等について 

№ 意見の要旨 市の考え方 区分

①

書類の備置き期間の延長について

は、異論はない。（同趣旨ほか２件）

今回の改正案は、ＮＰＯ法の一部改

正において、同法に基づく認定関係書

類の備置期間等が延長されることを

踏まえて、条例指定制度においても同

様の措置を講ずるものでございます

ので、御意見を踏まえて取組を推進し

てまいります。 

Ｂ 

②

各種書類の保存期間が長くなれば

なるほど、書類を保存するスペースが

増えるので、ＮＰＯ法人にとっては、

あまりうれしくはない。また、紙ベー

スでの保存ではなく、メディアに保存

することが可能になると非常にあり

がたい。 

条例指定制度の運用に当たっては、

各ＮＰＯ法人における事務手続に必

要以上の時間と労力を要することに

ならないように努める必要があると

同時に、条例指定を取得したＮＰＯ法

人はＮＰＯ法に基づく認定制度にお

けるＰＳＴ基準（パブリックサポート

テスト）を満たし、認定を受けやすく

なることから、この認定制度とのバラ

ンスも考慮する必要があります。 

各種書類の備置期間等の延長につ

いては、指定ＮＰＯ法人に一定の事務

負担が発生するものと考えられます

が、ＮＰＯ法改正の趣旨を踏まえ、条

例指定制度においても同様の措置を

Ｄ 

③

書類の備置期間については、企業会

計に準じ、赤字が発生した法人は５年

間とし、赤字が発生せず適正に運営さ

れている法人は３年間とする。 Ｄ 
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講ずる必要があると考えています。な

お、電磁的記録での保存については、

現在も可能となっています。 

（３）指定特定非営利活動法人が本市の認定を受けている場合における手続の簡素化

について 

№ 意見の要旨 市の考え方 区分

①

特定非営利活動法人が本市の認定

を受けている場合における手続の簡

素化については、賛成である。（同趣

旨ほか２件） 

「川崎市指定特定非営利活動法人

審査会答申」においては、事務手続の

負担等を理由として指定申出を躊躇

する状況が見られること、また、直接

事業と結びつかない法人運営の管理

面に専任・専門の役員やスタッフを十

分に配置できず、法人運営上の課題と

なる法人が多いこと等を踏まえ、条例

指定制度の運用に当たっては各法人

に必要以上の負担がかからないよう

手続の簡素化を図る必要があるとの

提言がなされたところでございます

ので、御意見を踏まえて取組を推進し

てまいります。 

Ｂ 

②

当団体は、条例指定を受けた後に認

定を受けた法人であり、事業年度終了

後に初めて各種書類を提出する際は

極めて煩雑な作業となった。改正案は

この点についての改善案であり、書類

作成の実務を担う者の１人として歓

迎したい。 

Ｂ 

③

似たような書類は、重複しない方

が、事務作業量の軽減にもつながり、

効果的だと思う。 

Ｂ 

④

認定ＮＰＯ法人として要求される

書類を作成等していれば、内容が類似

する条例指定ＮＰＯ法人として要求

される書類については作成等を免除

することは、事務の軽減化につながる

ので、実施することが望ましい。 

Ｂ 

（４）その他 

№ 意見の要旨 市の考え方 区分

①

当法人はボランティア活動が多く、

収入の多くが活動のための資金とな

り、事務員を雇用することはできない

ため、手続等について事務量が増えて

しまうことは避けたい。 

今回予定している改正案のうち、毎

事業年度終了後に作成する各種書類

の備置期間の延長等については、指定

ＮＰＯ法人に一定の事務負担が発生

するものと考えられますが、ＮＰＯ法

の一部改正により認定関係書類の備

置期間等の延長が行われたことに合

わせて、条例指定制度においても同様

の措置を講ずる必要があると考えて

います。 

一方で、「川崎市指定特定非営利活

動法人審査会答申」においては、直接

事業と結びつかない法人運営の管理

面に専任・専門の役員やスタッフを十

Ｄ 
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分に配置できず、法人運営上の課題と

なる法人が多いこと等を踏まえ、手続

の簡素化をはじめとして制度の使い

やすさの向上に取り組む必要がある

との提言がなされたところです。 

今後の制度運用に当たっては、分か

りやすい案内や各種書類の記載例を

充実させるなどの工夫によって事務

手続に必要以上の時間と労力を要す

ることにならないようできる限り対

応してまいります。 

２ その他条例指定制度全般に関すること（６件） 

№ 意見の要旨 市の考え方 区分

①

当団体は、神奈川県の条例指定と川

崎市の認定を受けている。報告資料の

書式はほとんど似ていて、少しだけ異

なっている。書式は統一していただけ

ると、かなり仕事量の軽減になると思

う。 

今回予定している手続の簡素化に

ついては、本市の指定ＮＰＯ法人が本

市の認定を受けている場合における

場合についてであり、神奈川県の条例

指定を受けている場合については対

象としていないところでございます

が、今後、いただいた御意見を参考に、

本市や神奈川県における制度運用の

状況等を踏まえながら、関係機関等と

協議・検討してまいります。 

Ｃ 

②

活動の分野によっては寄附を集め

やすいと思うが、当団体の場合は中間

支援的な立場にあるＮＰＯ法人のた

め、なかなか寄附に結びつかないのが

現状である。 

広く寄附を集めていくために、第一

義的にはそれぞれのＮＰＯ法人にお

いて活動内容への共感、寄附の使途・

有効性、経理の適正性などについてし

っかりとアピールしていくことが大

切でございますが、市民のＮＰＯ法人

に対する寄附を促進するという条例

指定制度導入の趣旨も踏まえ、行政と

しても引き続き指定ＮＰＯ法人等の

広報の支援と制度そのものの周知に

取り組んでまいります。 

Ｃ 

③

「指定ＮＰＯ法人」「認定ＮＰＯ法

人」の知名度がないので、いわゆる「認

証ＮＰＯ法人」との違いを知らない

人、団体、企業がほとんどである。ま

ずは、この知名度があがらないと、「指

定ＮＰＯ法人」「認定ＮＰＯ法人」を

目指す団体が増えないと思う。 

条例指定制度は、市民からＮＰＯ法

人に対する寄附の機運を醸成し、市民

による相互支援を促進することによ

って、市内のＮＰＯ活動の健全な発展

を図ることを目的としています。 

また、制度導入当初の考え方とし

て、条例指定の取得を目指す中でＮＰ

Ｏ法人が法人運営の基盤強化に取り

組むきっかけとしていただくことも

趣旨の１つとしていることから、でき

るだけ多くのＮＰＯ法人が条例指定

Ｃ 
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の取得を目指していただきたいと考

えています。 

このためには、条例指定やその後の

認定取得によって市民、企業等の信頼

度が高まったなどの実感を得られる

ことが大切であり、行政としても条例

指定及び認定の制度趣旨・内容を広く

知っていただけるように引き続き広

報に取り組んでまいります。 

④

日々の活動に追われるため、基盤整

備を行う人材、時間の余裕がないとこ

ろが多いので、やはりＮＰＯ法人をサ

ポートするＮＰＯ法人が必要と思う。

専門家による相談も良いが、実務のサ

ポートをお願いしたい、というのがＮ

ＰＯ法人の本音である。 

「川崎市指定特定非営利活動法人

審査会答申」においては、直接事業と

結びつかない法人運営の管理面に専

任・専門の役員やスタッフを十分に配

置できず、法人運営上の課題となる法

人が多いこと等を踏まえ、法人運営の

基盤整備・強化のサポートに取り組む

必要があるとの提言がなされたとこ

ろでございます。 

この答申やいただいた御意見など

も踏まえて法人運営を継続的にサポ

ートする人材の育成等に取り組んで

まいります。 

Ｃ 

⑤

できるだけ申請に必要な書類を簡

素化し、毎年提出されている事業報告

書等を重要視してはどうか。また、申

出を行った法人に出向いて活動の実

態を把握していただくことはできな

いか。 

条例指定を取得しようとする法人

に必要以上の負担がかからないよう

にするため、制度運用状況を勘案しな

がら、制度の使いやすさの向上に向け

て引き続き検討してまいります。 

活動実態の把握については現在も

指定申出のあったＮＰＯ法人の事務

所において実地調査を行った上で基

準適否の判断の参考としております

ので、今後ともこれを継続してまいり

ます。 

Ｃ

⑥

川崎市のＮＰＯ法人も多くあり、条

例指定ＮＰＯ法人をめざしている法

人もあると思うが、県に比べ川崎市の

基準をクリアするのは難しいと思う。

 川崎市の公益要件は、「地域におけ

る支持」について、認定基準を参考と

しながら寄附や会費を負担した川崎

市民の人数によって判断する基準と

なっています。 

「川崎市指定特定非営利活動法人

審査会答申」においては、こうした本

市の基準について、一定程度の金銭的

負担があるかどうかをみることで明

確な「地域における支持」として透明

性や公平性を確保できるとした制度

導入時の考え方は現時点でも妥当と

考えられること、今般のＮＰＯ法の一

部改正においてＰＳＴ基準が変更さ

Ｄ 
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れていないことなどの状況を踏まえ、

当面は現行基準を継承し、この基準を

満たす法人を育てていく方向で取り

組んでいくべきとの方向性が示され

たところでございます。 

さらに、具体的な取組として、①制

度の使いやすさの向上、②指定ＮＰＯ

法人等への寄附促進、③法人運営の基

盤整備・強化のサポートに取り組む必

要があるとの提言がなされたところ

でございます。 

本市といたしましては、この答申の

趣旨に沿って今後の取組を進めてま

いりたいと考えています。 



本年６月、特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、特定非営利活動法人の運営の透

明性を確保するため、特定非営利活動促進法（NPO法）の改正が行われました。 

 また、本年４月、川崎市指定特定非営利活動法人審査会に対し「条例指定制度の今後の運用につ

いて」諮問を行い、同年９月に答申が出されました。 

 これらを踏まえて指定特定非営利活動法人に係る手続を改正すべく、「川崎市個人市民税の控除

対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例（以下「指定条例」とい

う。）」の一部を改正したいと考えていますので、市民の皆様のご意見を伺います。

● 意見募集期間
平成２８年１１月１１日（金）～平成２８年１２月２０日（火）（消印有効）

● 意見を提出できる方
市内在住、在勤、在学の方 又は 市内で市民活動をしている方（個人・団体は問いません）

● 応募方法
ご意見とともにお名前･住所･電話番号をご記入の上、郵送、ファックス、直接持参、ホームペー

ジからのフォームメールで提出してください。

※電話や来所による口頭でのご意見はお受けできませんので、ご了承ください。

● 意見提出用書式
書式は自由ですが、用紙の大きさはＡ４サイズでお願いいたします。 

※参考として当パンフレットの裏面に意見書用紙を用意いたしましたので、ご活用ください。 

● ホームページアドレス
「パブリックコメント／意見を募集している政策等（条例等）」一覧ページ

http://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/0-Curr-20-20.html 
「NPO 法人関連」ページ

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/32-7-6-0-0-0-0-0-0-0.html 
● 意見提出先・問合せ先
川崎市 市民文化局 コミュニティ推進部 市民活動推進課

 住所：〒２１０－０００７ 川崎市川崎区駅前本町１１番地２ 川崎フロンティアビル７階

 電話：０４４－２００－２３４１ FAX：０４４－２００－３８００

※お寄せいただいたご意見に対して個別に回答はいたしませんので、ご了承ください。

条例指定制度は、個人住民税の寄附金控除の対象となるＮＰＯ法人を各自治体が条例によ

り指定できる制度です。市又は県が指定した法人への寄附金に対しては寄附金控除が適用さ

れ、寄附金の６％が市民税から、４％が県民税からそれぞれ税額控除されます。また、ＮＰ

Ｏ法人の事務所がある自治体で条例指定を受けると、認定基準のうち、最も難しいといわれ

ている基準を満たすことになるため、多様な税制優遇を受けられる認定ＮＰＯ法人になりや

すくなります。 

川崎市では、市民のＮＰＯ法人に対する寄附の気運を醸成することにより、市民による相

互支援を促進し、もって市内における特定非営利活動の健全な発展を図ることを目的とし

て、平成２４年７月に制度を導入しました。 

参考資料



主な変更点は、次のとおりです。

①海外への送金又は金銭の持出しに関す

る書類の事前提出義務に係る規定の見

直し

 海外への送金又は金銭の持出しに関す

る書類の所轄庁への事前提出が不要と

なります。

②役員報酬規程等の備置期間の延長等

ア）役員報酬規程等の法人事務所備置期

間が「作成の日から起算して５年を経

過した日を含む事業年度の末日まで

の間」に延長されます。

イ）所轄庁に提出された役員報酬規程等

の閲覧・謄写期間が「過去５年間」に

延長されます。

③仮認定ＮＰＯ法人の名称の変更

 「仮認定」ＮＰＯ法人の名称が「特例認

定」ＮＰＯ法人に変更されます。

 主な変更点は、次のとおりです。

①認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮等 

 認証申請の添付書類の縦覧期間が「１か月」に

短縮されるとともに、現行の「公告」に加えて

「インターネットによる公表」が可能となりま

す。

②貸借対照表の公告及びその方法 

 貸借対照表を公告しなければならず、その方法

として、「官報」、「日刊新聞紙」、「電子公告（内

閣府ポータルサイトの利用含む。）」、「公衆の見

やすい場所に掲示」のいずれかを定款に定める

必要があります。

③事業報告書等の備置期間の延長等 

ア）事業報告書等の法人事務所備置期間が「作

成の日から起算して５年を経過した日を含む

事業年度の末日までの間」に延長されます。

イ）所轄庁に提出された事業報告書等の閲覧・

謄写期間が「過去５年間」に延長されます。

１ 条例指定制度の運用によって目指す方向性

 ○市民からＮＰＯ法人への寄附が根付いていくことは、多様性・柔軟性・きめ細かさといった特徴

をもつＮＰＯ活動と連動して、市民による相互支援で暮らしやすい地域をつくっていく上で重要

 ○行政としては、条例指定制度の運用を通じて、指定基準に定める「地域で広く支持を受け、適

  正に運営されるＮＰＯ法人」が増えていくことで、市民の暮らしやすさの向上に寄与することが

できるように取り組んでいくべき

２ 指定基準のあり方

 ⇒現行の指定基準は当面継承しながら、この基準を満たす法人を育てる方向で取り組むべき

３ 具体的な取組

制度の使いやすさの向

上

条例指定及び認定の提出書類の重複解消など手続面の簡素化

基準・運用の明確化と事前判定の仕組みの検討

法人設立段階からの指定基準等の周知

条例指定ＮＰＯ法人等

への寄附促進

条例指定ＮＰＯ法人等のファンドレイジング力向上に向けた支援

制度の周知や条例指定ＮＰＯ法人等の活動に関する広報の支援

企業等の地域・社会貢献の取組を奨励する仕組みの検討

法人運営の基盤整備・

強化のサポート

会計、税務、労務等の専門家による相談体制の整備

法人運営の管理面を継続的にサポートするスタッフ人材の育成等

中長期的な経営視点に立った伴走型の支援体制の整備

詳しい内容については、下記の内閣府のホームページをご参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

詳しい内容については、下記の川崎市のホームページをご参照ください。
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000081043.html

これまでの川崎市における指定状況や国・他都市の動向、市総合計画の策定等の状況を踏まえて、

今後の運用の考え方や具体策等を検討するため、指定条例附則の検討規定に基づき、本年４月、附属

機関である川崎市指定特定非営利活動法人審査会に対して諮問を行いました。同年９月に出された答

申の骨子は次のとおりです。



ＮＰＯ法の改正及び審査会の答申を踏まえて指定特定非営利活動法人に係る手続を改正

すべく、指定条例の一部改正を行いたいと考えています。そこで、指定条例の一部改正に

関して、次の３点につき、皆様のご意見を募集いたします。 

審査会の答申では、具体的な取組の１つとして、「制度の使いやすさの向上」に触れてお

り、この中で「条例指定及び認定の提出書類の重複解消など手続面の簡素化」を図ること

を求めています。 

 条例指定を経由して認定ＮＰＯ法人となった場合、毎事業年度終了後に作成する各種書

類等について、条例指定ＮＰＯ法人、認定ＮＰＯ法人、それぞれについて作成等が求めら

れますが、多くの法人が認定取得を目指して条例指定を取得するという実態に照らすと手

続面の負担感が大きく、そのことが条例指定の申出を躊躇する１つの要因になっていると

考えられ、本市としても出来るだけ負担を軽減する方向で制度を運用していきたいと考え

ております。 

 そこで、毎事業年度終了後に作成する各種書類等について、条例指定制度が認定制度に

準じて制度を構築し、要求される書類の内容については多くの類似性が見られることから、

指定特定非営利活動法人が本市の認定を受けている場合には、ＮＰＯ法上認定ＮＰＯ法人

として要求される書類を作成等していれば、これと内容が類似する条例指定ＮＰＯ法人と

して要求される書類については作成等を免除する、手続の簡素化を図りたいと考えており

ます。 

川崎市の条例指定制度では、ＮＰＯ法の規定を参考に、毎事業年度終了後に作成する事

業報告書等や役員報酬規程等の各種書類の法人事務所備置期間及び川崎市に提出された書

類の閲覧・謄写期間について定めています。 

今般のＮＰＯ法改正で、法人事務所備置期間が「作成の日から起算して５年を経過した

日を含む事業年度の末日までの間」に、所轄庁に提出された書類の閲覧・謄写期間が「過

去５年間」にそれぞれ延長されることから、これに合わせて、条例指定制度においても、

期間を延長したいと考えております。

次の３点について、パブリックコメントを募集します。

川崎市の条例指定制度では、ＮＰＯ法の規定を参考に、条例指定の申出があった場合に

おける公表の方法として「公告」を定めています。 

今般のＮＰＯ法改正で、「公告」に加えて新たに「インターネットによる公表」が可能と

なったことから、これに合わせて、条例指定制度においても、公表の方法として「インタ

ーネットによる公表」を追加したいと考えております。



題名 条例指定ＮＰＯ法人の基準等に関する条例の一部改正について 

氏名 
(団体の場合は、 

名称及び代表者名)

電話番号 ＦＡＸ番号

住所(又は所在地)
＊区名まで

意見の提出日 平成  年  月  日 枚数 枚(本紙を含む)

条例指定ＮＰＯ法人の基準等に関する条例の一部改正についての意見 

・ お寄せいただいた御意見に対する個別回答はいたしませんので御了承ください。 

・ 記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は川崎市個

人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理されます。 

・ 御意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。

提 出 先 

部署名 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課 

電話番号 044-200-２３４１ ＦＡＸ番号 044-200-3８００ 

住所 
〒210-0007  
川崎市川崎区駅前本町11番地2 川崎フロンティアビル７階 

意 見 書


